
 
学校教育目標：自ら学びをつくり、たくましく生きる力と 

豊かな心を持った子供を育てる 
 
「あんしん あったか やさしく 元気！！」な学校を目指して 

 
学校再開から約２か月、大暑を過ぎ、暑さも厳しくなってき

ました。６月末より予定通り通常授業が開始となりました。休
み時間の外遊びも学年を分けて行っていましたが、７月中旬より条件付きで通常通
りとなりました。専科の授業をはじめ、いろいろな事が通常に戻りつつあります。
６年生は英語専科の先生による授業も行っています。７月はじめには、廊下や教室
に七夕の笹飾りが置かれ、やっと小学校らしさが戻ってきたように感じました。各
学年の花壇では、あさがおやひまわり等が日差しを浴びてすくすく育っています。
２年生は、先日収穫したミニトマトを試食しました。密集、密接、密室を避け、マ
スク着用等を講じて、制限された中での活動ですが、
体育、音楽、家庭科等の授業も進んでいます。夏休み
明けからは、委員会活動も始まります。延期になって
いた健康診断も順次行っていきますが、新型コロナウ
ィルス感染防止を図りながらの学校生活です。今後も
引き続き、マスク着用、ハンカチ持参、毎日の検温に
ついて、ご家庭でのご協力をお願いいたします。 

 

□具合が悪い場合の対応について 

 ６月末から始まった通常授業ですが、午後までの授業に子ども達は疲れ気味のよ

うです。長い臨時休校で、思った以上に子ども達の体力は落ちています。ムシムシ

と暑かったり、涼しい日があったり、と不順な天候にも体は疲れてしまいます。学

校で具合が悪くなった場合は、保護者の方に早めにご連絡しています。今後も、朝

子どもの体調が悪い場合には、無理をさせず、家でゆっくり休ませるようにしてく

ださい。６月に配布した出席停止基準の変更については、ホームページにも載せて

いますので、ご参照ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘南台小だより 
２０２０．７．３０ 

 

藤沢市立湘南台小学校 
校長 和智 砂奈美 

「コロナ不安」に負けないために 
 

緊急事態宣言や臨時休校を、子ども達は子ども達なりに感じ、受け止めています。周

りの状況に、不安を感じている子どもは少なくありません。今までと違う行動をとった

り、不安を口にしたりするような時は、真剣に、気持ちや考えていることを聞いてあげ

てください。そして、不安になるのは当たり前だということ、世界中で薬やワクチンの

開発が行われていることを伝え、今できることを一緒に話し合ってください。また、新

型コロナウィルス感染症に関する報道番組を見せすぎないことも大切です。テレビの音

を消して字幕にすることで耳から入る情報を減らすのもよい方法だそうです。そして、

食事でもなんでもよいので、親子で何か一緒にする時間を大事にしてください。家族が

近くにいることが子どもには何よりの安心につながります。大人も子供も、今できるこ

とを積み重ねて、この状況を乗り切っていきましょう。 



８月以降の主な予定 

 

８月 １日（金）  １～５年給食終了・夏休み前授業終了 

８月 ７日（金）  ６年給食終了・夏休み前授業終了  

１１日（火）～１５日（土）  学校業務停止期間 

  ２４日（月）  夏休み後授業開始・給食開始       

          個人面談〈～２７日（木）、３１日（月）〉 

  ３１日（月）  尿検査（一次） 

９月 ４日（金）  委員会活動① 

  ３０日（水）  給食費引き落とし（６～９月分） 
 

【前期】   ４月 ６日（月）始業式 ～７月３１日（金） 

（６年生：８月７日（金）まで） 

       ８月２４日（月）～１０月３０日（金）終業式   

〈給食〉６月１７日（水）～１０月２９日（木） 

【後期】  １１月 ２日（月）始業式 ～１２月２４日（木） 

       １月 ８日（金）～ ３月２５日（木）修了式  

（６年生：３月１９日卒業式） 

    〈給食〉１１月 ４日（水）～１２月２４日（木） 

１月 ８日（金）～３月２４日（水）  

（６年生：３月１８日まで） 

□今年度の授業参観・懇談会、個人面談について 

今年度は、保護者の皆様に教室で参観していただくことが難しくなっています。

また、保護者の方が多く集まる運動会については例年の形では実施できず、学年で

の参観の形式で行うことになりました。そこで、今年度の参観(懇談会)は、秋に１

回、冬(２月)に１回設定させていただきます。個人面談については、既にお知らせ

の通り８月末に予定しています。さらに、１月にも希望者について行う予定です。

詳しい日程については、改めてお知らせしますが、今後の状況によっては変更する

こともありますので、ご承知おきください。このような状況の中、不安定になりが

ちな子どもの状態をしっかり共有して、学校活動に生かしていきたいと思います。 

 

□今年度の「そだち」について 
今年度は、４，５月の臨時休校により、３学期制による学習評価が難しいことか

ら、学習評価（通知票）の時期を前期（１０月末）・後期（３月末）の２回とする
ことになっております。従って「そだち」は１０月３０日（前期最終日）にお渡し
します。夏休み前の様子は個人面談でもお知らせします。何か気になることがある
場合は、学校へご連絡ください。 
 

□落とし物について 
 学校が再開し、落とし物コーナーが急に賑やかになりました。紅白帽等も多く、
なくて困っているのではないでしょうか。夏休み前にもう一度、自分のものがない
か確かめるよう、お声かけください。また、マスクを含め、持ち物への記名も再度
ご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□敷地の外回りに地域の方が育ててくださっています 

        □校内で羽化したばかりのセミ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□緊急事態宣言中に行われた、市民センターでのコロナ対策従事者応援プロジ

ェクションマッピング。本校も参加させていただきました。 

＊学校のホームページでは学校便りをカラーでご覧いただけます。 

◆◆ 保護者の皆様へお願い ◆◆ 
１ 発熱等で受診した際、新型コロナウィルス感染症を疑い、念のために PCR 検査等

を行う事例が多くなっております。学校内の感染予防対策を早期に行う必要がある

ため、小学校課業期間中に、児童及び同居家族の方が新型コロナウィルス感染症に

関する検査をした場合には、結果を待たずに、速やかに学校へお知らせください。 

 

２ 夏季休業中に以下のような状況になった場合、学校へ速やかにお知らせください。

なお、学校業務停止期間中（８月１１日～１５日）は藤沢市教育委員会学務保健課

（藤沢市役所 0466-25-1111内線 5212）へ連絡ご連絡ください。 

 

 ・児童生徒が新型コロナウィルス感染症にかかる検査（PCR検査等）を受ける場合 

 ・児童生徒と同居の家族が、新型コロナウィルス感染症にかかる検査（PCR 検査等）

を受ける場合 

 ・児童生徒が新型コロナウィルス感染症に感染した場合 



□廊下トイレ前の立ち位置表示               □６年生が話し合って作ってくれたポスター 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

□１年生の七夕飾り 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


